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令和6年6月30日現在（前月比）

▶今月号ではさまざまな場所に取材でお世話になりました。取材に行くと多くの
発見がありましたが、特に福祉運動会での参加者の元気に走る姿には驚かされま
した。▶梅雨が明け、外に出れば陽射しがジリジリと、本格的な夏の訪れを感じ
ます。夏は海や山と楽しいことがいっぱいですが、夏バテや熱中症などに気を付

けて夏を満喫したいと思います。皆さんも体調にはお気を付けてお過ごしください。

編集
後記

3歳申し込み

村HP

３歳の誕生日を迎えるお子さんを募集します
■応募方法／誕生月の前月5日（5日が休日の場合は5日以降直近の平日）までに、
写真・一言コメント・お子さんの氏名と生年月日・保護者の氏名・連絡先を添
えて役場企画観光課企画係までお申し込みください。また、右記の二次元コー
ドからも申し込みができます。

村の公式インスタグラムを活用しませんか

【お問い合わせ】

村内の事業者や団体の皆さんの情報を南阿蘇村公式インスタグラムで情報発信で
きます。たくさんの応募をお待ちしています。

企画観光課企画係　℡0967（67）1112

南阿蘇村
公式SNS運用中!!

133

LINEメニューでの
受信設定を
必ずお願いします

▲X（旧Twitter）

▲ライン

▲フェイスブック

▲インスタグラム
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南阿蘇村（出身でも可）で、何
かに挑戦している人や頑張っ
ている人（団体）、活躍してい
る人を紹介します。年齢、自
薦・他薦は問いません。
たくさんの応募をお待ちして
います！

【申し込み・お問い合わせ】
企画観光課企画係
℡0967（67）1112

募集しています
「村と人」を

今回は、ご応募がありませんでした。
3歳の誕生日を迎えられる
村内在住のお子さまが
いらっしゃいましたら
ぜひご応募ください。

※メールでのご応募もできます。
skikaku@vill.minamiaso.lg.jp

Happy
 Birthday３さい

お誕生日　おめでとう

阿蘇のコーヒーの魅力発信

8

表紙写真は6月13日に行われたセンサリーボトル作りの1コマです。
親子で作ったセンサリーボトルがきれいです。

わくわくセンサリーボトルづくり!!

みなみあそ広
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南阿蘇村民憲章
私たちは、多様性を認め合いみんなが誇れる南阿蘇村をつくるため、
この憲章を定めます。

みずと緑あふれる美しい自然を愛し、守ります
ながい歴史により育まれた伝統や知恵を受け継ぎ、伝えます
みんなで描く豊かな未来、やさしさにあふれた村を創ります
あその自然と共に営む暮らしを大切にし、活力ある村を築きます
そして、いつも心に蘇る、私たちのふるさと南阿蘇

南阿蘇村消防団令和6年度新体制・幹部の紹介 ❷
熊本阿蘇ステージコース発表 ❷
みなみあそ元気フェスタ「あつまり～ん祭」出演者など募集！ ❹
阿蘇郡市中学校総合体育大会（中体連）結果 ❾

～トピックス～～トピックス～

　喜多地区でコーヒーの栽培をされている後藤至成さ
ん。以前は高校で教師をされていました。約20年前に
阿蘇中央高校に赴任されてからは、阿蘇の環境はいろ
いろな作物を育てられる魅力的な環境であると感じ、
パイナップルやバナナを栽培されたことをきっかけに、
一般的に熱帯地域で栽培されているコーヒーの栽培に
着目されたとのことです。村でコーヒーを育てること
について後藤さんは、「コーヒーは日差しや暑さに弱い
ため、涼しい南阿蘇はコーヒー栽培に適していると思っ
た。村の湧水を使用して作ったコーヒーは甘味が強く、
香りも他と違う」と話されました。現在では県内外か

ら多くの人が後藤コーヒーファームで苗木を育てており、南阿蘇で出来たコーヒーを楽しまれています。
　インタビューの最後に後藤さんは「南阿蘇のお年寄りは元気がいい。コーヒー栽培は軽作業なので生きがいづく
りの場としても提供していきたい」と話されていました。皆さんも阿蘇コーヒーの魅力を感じてみてはいかがでしょ
うか。

後藤 至成さん（栃木）
ご し せいとう

里



〈問い合わせ〉熊本県観光企画課　℡096（333）2356

熊本阿蘇ステージコース発表
　10月13日（日）に開催されるマイナビ ツール・ド・九州2024熊本阿蘇ステージのコース詳細が発表されました。
村内のコースは下記のとおりです。コース全体は大会HPなどからもご確認できます。

　村内では午前10時30分～午後0時30分までの時間帯に交通規制を予
定しています。交通規制時間は現時点での目安となっています。ご迷惑
をおかけし、大変申し訳ありませんが、何卒ご理解ご協力くださいます
ようお願いします。
　詳細は右記大会ホームページなどをご確認ください。

コンビニで証明書が取得できます
　令和5年12月からコンビニエンスストアで証明書が取得できるようになっています。ぜひご利用ください。
※証明書の取得にはマイナンバーカードと発行手数料が必要です。

〈問い合わせ〉企画観光課 DX推進班　℡0967（67）1112

〈問い合わせ〉企画観光課 企画係　℡0967（67）1112

2025年農林業センサスの調査員を募集します
　令和7年2月1日（土）を基準日として、5年に1度の農林業センサスが全国一斉に実施されます。
この調査は、国内の農林業・農山地域の実態を明らかにする最も基本的な統計調査です。今回、村
の調査員として活動してみませんか？ 詳細や申し込みは企画観光課 企画係までご連絡ください。
【調査員の仕事の内容】
①村が主催する調査員説明会への出席
②担当地域の実地確認
③調査世帯への訪問および調査の説明、調査書類の配布
④調査票の回収整理後、村への提出
※調査区はできるだけお住まいの調査区になるよう配慮します。
【活動期間】
令和7年1月上旬～ 3月上旬頃まで（予定）

【応募資格】
①村内在住の20歳以上で調査活動ができる健康な人
②税務に関する公務員および警察、選挙事務に直接従事
していない人

③調査事務で知り得た秘密を保持できる人
【報　酬】
調査区（20経営体程度）を担当した場合：国の基準で約
4万円程度

•村県民税 •固定資産税 •軽自動車税
•国民健康保険税 •上水道使用料 •簡易水道使用料
•生活排水使用料 •農業集落排水使用料 •住宅使用料
•介護保険料 •後期高齢者保険料 •保育料
•副食費負担金 •放課後児童クラブ利用料

□コンビニ収納の対象となる税・料

•住民票の写し　•住民票記載事項証明書
•印鑑証明書　　•課税証明書　　•所得証明書

□コンビニ交付で取得できる証明書

コンビニで税・料の支払いができます
　本年度から各種税・料をコンビニエンスストアで支払えるようになっています。
　役場まで来なくても、外出先、通勤先の近くや自宅近くのコンビニで支払いを済ませること
ができます。また、スマートフォンで支払うことも可能ですので、ぜひご利用ください。
※既に自動引き落としの手続きがお済みの人は、引き続き自動引き落としにて支払いが行われます。

　コンビニ交付サービスの満足度を計測するアンケートです。回答に要する時間は1分程度です。
コンビニ交付サービスを利用されたら、ぜひご協力ください。

□利用された際はアンケートにご協力ください

アンケート回答フォーム

　コンビニ収納サービスの満足度を計測するアンケートです。回答に要する時間は1分程度です。
コンビニ収納サービスを利用されたら、ぜひご協力ください。

□利用された際はアンケートにご協力ください

アンケート回答フォーム

南阿蘇村消防団令和6年度新体制・幹部の紹介
　7月2日から消防団が新体制になりますのでご紹介します。

消防団幹部（分団長）
第 1 分団：本田　憲悟　　第 2 分団：後藤　大介　　第 3 分団：下田　一光　　第 4 分団：髙宮　真悟
第 5 分団：廣瀬　真吾　　第 6 分団：飯法師佳典　　第 8 分団：藤岡　良生　　第 9 分団：大山　雄基
第10分団：後藤　真智　　第11分団：木﨑　大介　　第12分団：川﨑慎一郎　　第13分団：宮村　慎一
第14分団：増田　祐一　　第15分団：宮﨑　和成　　第16分団：本郷　竜童
機動分団：岩本　真一　　女性分団：辰巳　和美

消防団本部
団　長：中川　慎一　　副団長：興梠　大介　　副団長：髙瀬　大輔　　副団長：今村　　至　　副団長：笠野　真実
副団長：梶𠩤　清広　　副団長：中川　正剛　　防災官：藤原　松男　　主　任：笠　　　健　　副主任：渡辺　裕一

ホームページ

マイナビ
ツール・ド・九州
2024 HP

交通規制予定時間および通過予想時間（案）
①規制予定：午前10時30分～正午予定（17㎞～12㎞区間）　②規制予定：午前10時30分～午後0時30分予定（12㎞～FINISH区間）

村HP
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〈問い合わせ〉熊本県観光企画課　℡096（333）2356

熊本阿蘇ステージコース発表
　10月13日（日）に開催されるマイナビ ツール・ド・九州2024熊本阿蘇ステージのコース詳細が発表されました。
村内のコースは下記のとおりです。コース全体は大会HPなどからもご確認できます。

　村内では午前10時30分～午後0時30分までの時間帯に交通規制を予
定しています。交通規制時間は現時点での目安となっています。ご迷惑
をおかけし、大変申し訳ありませんが、何卒ご理解ご協力くださいます
ようお願いします。
　詳細は右記大会ホームページなどをご確認ください。

コンビニで証明書が取得できます
　令和5年12月からコンビニエンスストアで証明書が取得できるようになっています。ぜひご利用ください。
※証明書の取得にはマイナンバーカードと発行手数料が必要です。

〈問い合わせ〉企画観光課 DX推進班　℡0967（67）1112

〈問い合わせ〉企画観光課 企画係　℡0967（67）1112

2025年農林業センサスの調査員を募集します
　令和7年2月1日（土）を基準日として、5年に1度の農林業センサスが全国一斉に実施されます。
この調査は、国内の農林業・農山地域の実態を明らかにする最も基本的な統計調査です。今回、村
の調査員として活動してみませんか？ 詳細や申し込みは企画観光課 企画係までご連絡ください。
【調査員の仕事の内容】
①村が主催する調査員説明会への出席
②担当地域の実地確認
③調査世帯への訪問および調査の説明、調査書類の配布
④調査票の回収整理後、村への提出
※調査区はできるだけお住まいの調査区になるよう配慮します。
【活動期間】
令和7年1月上旬～ 3月上旬頃まで（予定）

【応募資格】
①村内在住の20歳以上で調査活動ができる健康な人
②税務に関する公務員および警察、選挙事務に直接従事
していない人
③調査事務で知り得た秘密を保持できる人
【報　酬】
調査区（20経営体程度）を担当した場合：国の基準で約
4万円程度

•村県民税 •固定資産税 •軽自動車税
•国民健康保険税 •上水道使用料 •簡易水道使用料
•生活排水使用料 •農業集落排水使用料 •住宅使用料
•介護保険料 •後期高齢者保険料 •保育料
•副食費負担金 •放課後児童クラブ利用料

□コンビニ収納の対象となる税・料

•住民票の写し　•住民票記載事項証明書
•印鑑証明書　　•課税証明書　　•所得証明書

□コンビニ交付で取得できる証明書

コンビニで税・料の支払いができます
　本年度から各種税・料をコンビニエンスストアで支払えるようになっています。
　役場まで来なくても、外出先、通勤先の近くや自宅近くのコンビニで支払いを済ませること
ができます。また、スマートフォンで支払うことも可能ですので、ぜひご利用ください。
※既に自動引き落としの手続きがお済みの人は、引き続き自動引き落としにて支払いが行われます。

　コンビニ交付サービスの満足度を計測するアンケートです。回答に要する時間は1分程度です。
コンビニ交付サービスを利用されたら、ぜひご協力ください。

□利用された際はアンケートにご協力ください

アンケート回答フォーム

　コンビニ収納サービスの満足度を計測するアンケートです。回答に要する時間は1分程度です。
コンビニ収納サービスを利用されたら、ぜひご協力ください。

□利用された際はアンケートにご協力ください

アンケート回答フォーム

南阿蘇村消防団令和6年度新体制・幹部の紹介
　7月2日から消防団が新体制になりますのでご紹介します。

消防団幹部（分団長）
第 1 分団：本田　憲悟　　第 2 分団：後藤　大介　　第 3 分団：下田　一光　　第 4 分団：髙宮　真悟
第 5 分団：廣瀬　真吾　　第 6 分団：飯法師佳典　　第 8 分団：藤岡　良生　　第 9 分団：大山　雄基
第10分団：後藤　真智　　第11分団：木﨑　大介　　第12分団：川﨑慎一郎　　第13分団：宮村　慎一
第14分団：増田　祐一　　第15分団：宮﨑　和成　　第16分団：本郷　竜童
機動分団：岩本　真一　　女性分団：辰巳　和美

消防団本部
団　長：中川　慎一　　副団長：興梠　大介　　副団長：髙瀬　大輔　　副団長：今村　　至　　副団長：笠野　真実
副団長：梶𠩤　清広　　副団長：中川　正剛　　防災官：藤原　松男　　主　任：笠　　　健　　副主任：渡辺　裕一

ホームページ

マイナビ
ツール・ド・九州
2024 HP

交通規制予定時間および通過予想時間（案）
①規制予定：午前10時30分～正午予定（17㎞～12㎞区間）　②規制予定：午前10時30分～午後0時30分予定（12㎞～FINISH区間）

村HP
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〈問い合わせ〉農政課 林務整備係　℡0967（67）2706

設置イメージ

令和7年度イノシシ等侵入防止柵設置事業
要望調査のお知らせ
　鳥獣被害防止対策協議会では、イノシシなどの野生鳥獣による農作物被害を防止するため、国の鳥獣被害防止総
合対策事業を活用し、令和2年度から本事業を実施しています。
　令和7年度も以下のとおり実施しますので、設置を希望される場合は、農政課 林務整備係にご相談ください。
■国庫事業の概要

■申し込み期限 10月31日（木）まで
■注意事項 今回の調査は、要望量を把握するための事前調査であり、事業の実施を保証するものではありません。

鳥獣被害防止総合対策交付金事業事 業 名

鳥獣被害防止対策協議会が各地区の要望を取りまとめて、国に申請
を行う事業主体

ワイヤーメッシュ柵の設置に係る資材を耐用年数の期間無償貸与
※自力施工（住民・農家参加型）による柵整備に限る
※設置・維持管理に係る人件費、作業道具、雑費等購入費は地元負担

内　　容

①受益戸数が3戸以上の計画であること
②耐用年数（14年間）の期間中、農地の耕作を維持し、侵入防止柵の
管理が維持できるもの

③過去に取り組んできた国庫事業の受益地でないこと

条　　件

〈問い合わせ〉建設課 建設係　℡0967（67）3178

道路上に張り出している樹木・竹木などの適正管理のお願い
　道路沿いの樹木などの管理が適正にされていないと、道路上への枝の張り出しや、枯れ枝などの落下、倒木など
によって、歩行者や車両の通行に支障をきたしたり、通行の安全を害するおそれがあります。
　私有地に生育している樹木などは所有者の管理物であり、道路に隣接する私有地から張り出した枝など（枯れ枝
などの落下・倒木など）が原因で、けがや物品の損傷を招く事故が発生した場合には、樹木などの所有者が賠償責
任を問われる場合がありますので、所有者の責任において剪定･伐採を行うなど、道路沿いの樹木らの適正な管理
をお願いします。
　なお、風雨などにより建築限界を侵すなど道路交
通への危険が迫ったときは、やむを得ず緊急措置と
して道路管理者において、通行の安全確保を行いま
すのでご理解をお願いします。

道路法第30条および道路構造令第12条では、
自動車や歩行者の安全な通行を確保するために、
車道の上空「4.5メートル」、歩道などの上空は
「2.5メートル」の範囲内に電柱、信号機、樹木
などの障害となるような物を置いてはいけない
空間として定められてます。

建築限界とは

　右記のような場合は、
必ず水・環境課水道係への
連絡と申請をしてくださ
い。（手続きがなされない
場合は、水道使用者にとっ
て不利益が生じることが
あります）

水道の使用開始・中止に伴う手続き

【各種申請方法】
　水・環境課窓口での申請が必要となりますが、遠方の場合はFAX0967（67）2073での
申請も受け付けています。各種申請様式や詳細などは村ホームページを確認してください。

水道の使用を開始するとき（開栓）

水道の使用を中止するとき（閉栓）

水道の名義人を変更するとき（変更）

水道の使用を止めるとき（廃止）

水道の使用開始1週間前までに要申請

水道の使用中止1週間前までに要申請

水道使用者の変更が分かり次第早期に要申請

水道の設備を撤去する場合には事前に要申請

〈問い合わせ〉水・環境課 水道係　℡0967（67）3176

水道メーターの適正管理について
　水道メーターは、村が皆さんの自宅や事業所などに貸し出しをしているもので、その管理については建物所有者
または水道使用者が行っていただく必要があります。
　現在、住宅などの敷地内に草が生い茂りメーターの位置が確認できない事例や、泥水がメーターボックス内に流
入しメーターが埋もれている事例が散見されます。
　水道メーターが確認できず、使用水量が測定できない場合などは、推定で使用水量を判断し水道料金を賦課させ
ていただくことがあり、使用者の不利益となってしまうこともあります。
　月に1度程度はご自宅などの水道メーターの状況の確認をしていただき、メーターの適正な管理をよろしくお願
いします。

■開催日　10月26日（土）
■会　場　白水小学校体育館他
■申し込み方法　電話による申し込み
■ステージ出演・作品展示に関する申し込みお問い合わせ
　みなみあそ元気フェスタ「あつまり～ん祭」実行委員会
　℡0967（67）1602
■フリーマーケット出店に関する申し込みお問い合わせ
　NPO法人クラブ南阿蘇
　℡0967（67）0182
■申し込み締め切り（締め切り後、出演・展示・出
店者の皆さんへ実行委員会よりご連絡します。）
　8月16日（金）午後5時まで
■出演・展示・出店料
　ステージ出演・作品展示…1団体当たり500円
　フリーマーケット出店…1区画当たり1,000円

しゃい

みなみあそ元気フェスタ「あつまり～ん祭」出演者など募集！
　今年で3回目になるみなみあそ元気フェスタ「あつまり～ん祭」を以下の日程で開催します。
　本村にお住まいの人、活動の拠点が本村にある団体・個人のステージ出演者・作品の展示・フリーマーケット出店
者を募集します。（スペースや出演時間に限りがありますので、応募多数の場合は抽選となります。ご了承ください。）
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〈問い合わせ〉農政課 林務整備係　℡0967（67）2706
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Hot News 南 阿 蘇 村 の 話 題

　白水小学校体育館で第1回高齢者学級が開催されまし
た。当日は、講師に初代南阿蘇中学校校長の坂梨正文先
生を迎え、「ギター弾きがたり＆びっくりマジック
ショー」と題して、出席した170人の老人クラブ会員に、
歌とマジックが披露されました。昭和から令和まで誰も
が知る歌謡曲と本物のマジックに、会場からは拍手と感
嘆の声が上がりました。終盤には参加者全員へ毛糸のマ
ジックと数字のマジックを教えていただき、楽しい学び
の時間となりました。第2回は秋頃開催の予定です。

　保健センターにて第1回伝承料理教室が開催されまし
た。この取り組みは食文化発信の拠点になるよう村の伝
承料理や熊本の食の技の普及啓発活動として行われてい
ます。当日は村民13人が参加し、村内にお住まいの6人
の「食の名人」（県知事認定）の皆さんから「こぶりがえし
だんご（よもぎだんご）」の作り方を教えてもらいました。
　参加者からは「楽しかった」「簡単に作れるので家でも実
践してみたい」との声もありました。皆さんも伝承料理教
室に参加し村の郷土料理を一緒に残していきましょう！

　ちょうよう保育園で園内消防大会が開催されました。
この取り組みは幼いころから火災予防に関する知識や消
防の仕事を理解してもらうために毎年実施されています。
　当日は、園児25人による「幼年消防クラブ」が設立さ
れたほか、通常点検やミニポンプ操法の実演も行われ、
保護者や消防関係者たちに大きく成長した姿を見せてく
れました。その後は南部分署職員による消防に関するク
イズやけむり体験などが行われ、園児たちは火災予防に
ついて学ぶことができました。

6
17

6
21 ちょうよう保育園内消防大会 6

27
第1回伝承料理教室を
開催しました

　長陽駅にて、通いの場「喜多わくわく会」の皆さんに
よる七夕の飾り付けが行われました。この取り組みは七
夕を祝うだけでなく、7月15日の南阿蘇鉄道全線運転
再開1周年を記念して飾られていました。
　当日は、参加された皆さんがそれぞれの願いや全線運
転へのお祝いの気持ちを記され、長陽駅一帯に鮮やかな
短冊が飾られました。
　喜多わくわく会の皆さんは「再開1周年を迎えること
ができて嬉しい」「伝統のある長陽駅を元気にしていきた
い」などと話されていました。

7
2 運転再開1周年を祝う七夕飾り

　役場大会議室にて、本村と社会福祉協議会、グリーン
コープ生活協同組合くまもとによる移動販売並びに見守
り活動に関する協定締結式が行われました。この協定は、
高齢化や地元商店の減少による買い物困難者対策として
移動販売を行うことで、住民に買い物の場を提供すると
ともに、移動販売時の見守り訪問を実施することで、誰
もが安全で安心して暮らせる村づくりを目指して締結す
るものです。
　今後は、災害公営住宅を中心に巡回していく予定です。

移動販売並びに
見守り活動に関する協定式

5
31 第1回高齢者学級開催！

　白水小学校体育館にて第15回福祉運動会が開催されま
した。福祉運動会は村内の高齢者が運動を通して健康保
持と生きがいの高揚とお互いの親睦を深め、地域福祉の
推進を図るために行われています。当日は約700人の参
加があり、パン食い競走や玉入れなどの種目が行われ、
参加した老人クラブの皆さんの和気あいあいと楽しむ姿
が見られました。
　閉会式では今年から始まった90歳以上の参加者への特
別表彰が行われ、記念品を贈呈。受け取った参加者は非
常に喜ばれていました。

　役場大会議室にて、本村と株式会社ソラシドエアとの
包括的連携協定締結式が行われました。この協定は、観
光や地域産業などについて包括的に連携することで地域
社会発展に寄与することを目的に締結されています。
　今後は「ただのいなかじゃなかーよ。南阿蘇GO」の運
航延長や、ソラシドエアオンラインショップでの南阿蘇
産製品の販売、南阿蘇鉄道とタイアップしたツアーの開
始など、さまざまな取り組みが行われる予定です。

株式会社ソラシドエアと
包括的連携協定を締結
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第15回福祉運動会開催

喜多わくわく会の皆さん
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第15回福祉運動会開催

喜多わくわく会の皆さん
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Hot News 南 阿 蘇 村 の 話 題

　7月の「社会を明るくする運動強調月間」に伴い、社会
を明るくする運動の啓発を目的として、役場西会議室で
内閣総理大臣と県知事のメッセージの伝達式が行われま
した。
　この運動は、すべての国民がそれぞれの立場において
力を合わせて犯罪や非行のない安全で明るい社会を築こ
うとする全国的な取り組みです。
　木村知事からは「犯罪のない明るい社会が１日も早く
実現できるよう、本運動にご参加いただきますことを心
から願っています」と伝達をいただきました。
　今後も非行防止や薬物の危険性を訴える活動や犯罪や
非行をした人の立ち直りを支援する活動が行われます。

　後藤千代子さん（白川）が百歳を迎えられ、表彰状と
お祝いが贈呈されました。後藤さんは大正13年5月1
日生まれで、結婚されてからは農業を営まれ、若い頃か
ら働き者だったとご家族が話されました。趣味は裁縫や
折り紙、ビーズ制作など、手先を使うものづくりで、家
の中には後藤さんが作られた作品が数多く飾られていま
した。長生きの秘訣をお尋ねすると「食べ物をなんでも
好き嫌いなく食べること」と、にこやかにお話しされま
した。

　村内の3保育園に県産のヒノキで作られたベンチが納
品されました。このベンチは昨年12月の子ども議会で、
南阿蘇中学校の生徒から「木のおもちゃやモルック、リー
スなどの飾り物をつくり保育園に提供してはどうか」と
いう提案を受けて、今年度から始まった森林環境贈与税
を活用し導入されました。
　ベンチは低く、角が丸いため園児たちが安全に使いや
すいデザインになっており、座った園児たちからは笑顔
が見られました。

7
9

保育園に
ヒノキのベンチが来ました

いつまでもお元気に
百歳の表彰とお祝い

　くぎの保育園でＪＡ阿蘇南部トマト部会からトマトの
贈呈がありました。このトマトの贈呈は毎年実施されて
いるもので、村内の3保育園に対してトマトをプレゼン
トしています。
　保育園を訪れた部会員さんからは、「たくさんトマト
を食べて元気に遊んでください」と箱いっぱいのトマト
が代表の園児に手渡され、園児たちは「おいしくいただ
きます」とお礼の言葉を述べました。

保育園児へトマトの贈り物7
2 みんなで支える明るい地域作り

ヒノキのベンチに喜ぶちょうよう保育園の園児たち

阿蘇地区保護司南部分会・村更生保護女性会の皆さん

阿蘇郡市中学校総合体育大会（中体連）結果
　6月22日～29日、阿蘇郡市中学校総合体育大会が郡市一円で行われました。南阿蘇中学校の生徒がそれぞ
れの競技で精一杯競技し、今まで積み重ねてきた練習の成果を発揮しました。生徒たちの頑張りを紹介します。

全日本中学通信陸上県大会
男子3年1500ｍ、全中へ
　陸上の全日本中学校選手権（全中）の選考を兼ねた第70回全日本中学校通信陸上熊本県
大会が6月23日、えがお健康スタジアムで行われ、男子3年1500ｍで南阿蘇中学校の田
尻清雅さんが3位（4分6秒85）となり、標準記録を突破して全中出場を決めました。全中
は8月17日（土）～20日（火）、福井県の福井県営陸上競技場で行われます。田尻さんの活
躍が期待されます。

　イデアITカレッジ阿蘇では、村を中心とした阿蘇地域の住民に、多種多様な「学び直し＝リカレント教育」を提供します。
　これまでに、学ぶ場所や時間的な余裕、経済面の負担などによる課題があり、学びを受ける機会が少なかった住
民に対して、ICTを活用したオンライン動画配信を提供します。ぜひご参加ください。
■対 象 者：本村の住民、学生、在住者および本村に勤務している人など
 動画配信のID提供者数：100人
■内　　容：Schoo（スクー）が提供する、約8,000本のさまざまなジャンルの
 社会人向けオンライン動画配信
■開催時期：9月1日（日）～令和7年2月28日（金）
■費　　用：無料（1人当たり月5時間まで受講可能）

【優勝】
•女子剣道（団体）　•男子卓球（個人）　•男子バドミントン（シングル）

　南阿蘇中学校の部活動は、他にも女子ソフトテニス・女子バレーボール・男子バスケットボール・吹奏
楽があり、どの種目も日々の練習を頑張っています。次からも南阿蘇中学校の応援をよろしくお願いい
たします。また、郡市大会で好成績を残した団体・個人は7月20日（土）、21日（日）に開催される県大
会に出場します。

【準優勝】
•男子バドミントン（団体）　•女子バドミントン（団体）　•女子バドミントン（シングル）
•男子バドミントン（ダブルス）　•男子バレーボール　•男子卓球（団体）

【県大会出場競技】
•女子剣道（団体・個人）　•男子バドミントン（シングル）　•女子バドミントン（シングル）
•男子バドミントン（ダブルス）　•男子卓球（個人）　•相撲（団体・個人）　•柔道（団体・個人）
•陸上競技各種目別（個人）

【3位】
•男子剣道（団体）　•女子剣道（個人）　•軟式野球　•女子バスケットボール　•男子卓球（個人）

〈問い合わせ〉住民向けリカレント教育事務局（イデアITカレッジ阿蘇）　℡092（401）3456

住民向けリカレント教育

申し込みは
コチラ
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　村にお住まいの障がい者とその
家族、その他にも、気分が落ち込
んで眠れない、こもりびと（引き
こもり）を辞めたいなどさまざま
な心のことで悩まれている人・そ
の家族を対象に、相談会・簡単な
手芸（貼り絵）を行います。ご気軽
にご参加ください。
■日時
　8月27日（火）
　午後1時30分～3時
■場所
LOOPみなみあそ内フリールー
ムA室
■内容
•相談支援事業所「時計台」相談員
による悩み事相談
•簡単な貼り絵を楽しめる手芸教室
■参加費
　無料
■その他
　悩み事相談での個人情報および
内容は秘密保持で守られます。相
談や手芸教室のみでも参加可能で
す。
■お申し込み・問い合わせ
阿蘇きぼうの家 三井
℡0967（34）0580
FAX0967（34）0580
asokibounoie@abelia.ocn.ne.jp

　令和3年7月、静岡県熱海市で
大規模な土石流災害が発生したこ

とを受け、盛土規制法が制定され
ました。
　令和7年度からは以下のポイン
トに該当する場合は、許可・届出
が必要となりますので、ご協力よ
ろしくお願いします。
•盛土規制法のポイント
①「宅地造成等工事規制区域」およ
び「特定盛土等規制区域」の2種
類の規制区域を指定します。
②規制区域内で一定規模以上の盛
土などを行う場合は、あらかじ
め許可・届出が必要になります。
③許可を受けるためには法定の安
全基準を満たす必要があります。
④規制区域内では、土地所有者な
どが常に安全な状態を維持する
必要があります。
■問い合わせ
県土木部 建築住宅局建築課
℡096（333）2542

　熊本地方法務局および県人権擁
護委員連合会では、こどもに関す
る相談を専門に受け付ける「『こど
もの人権相談』強化週間」を実施し
ます。
　いじめや体罰、虐待などの相談
について、「子ども人権110番」に
電話をかけていただくと、人権擁
護委員と法務局の職員が応じます。

　なお、秘密が外部に漏れる心配
はありません。
■期間
　8月21日（水）から27日（火）ま
での7日間
■時間
　午前8時30分～午後7時
　期間中の土曜日・日曜日は、
　午前10時～午後5時
【こども人権110番】
　℡0120（007）110

　不登校、ひきこもり、疾病、障
がい、就労、人間関係やヤングケ
アラーに関することなど、さまざ
まな悩みや心配されていることに
ついてご相談ください。本人はも
ちろん、家族、関係者でも大丈夫
です。
■相談日
　8月27日（火）
■時間
　午前10時30分～午後3時30分
　（※午後3時までにご来所くださ
い。）
■場所　　
　阿蘇市農村環境改善センター
■参加費
　無料
■問い合わせ
県子ども・若者総合相談センター
℡096（387）7000

（月～金　午前8時30分～午後9時）
県ヤングケアラー相談支援センター
℡096（384）1000
（月～金　午前8時30分～午後5時）

　困難を有する子ども・若者の保
護者、支援者を対象としてイベン
トを開催いたします。参加を希望
する人は、申し込みフォームにて
申し込みください。
※会場参加かオンライン(Webex)
参加のいずれかで参加いただけ
ます。また、席が埋まり次第、
募集を終了させていただきます。

■日時
　9月8日（日）
　午後１時～3時30分
　（午後0時30分から受付開始）
■会場
　阿蘇市就業改善センター

■参加費
　無料
■第一部
午後1時10分～2時40分
講演「貧困、いじめ、不登校な
ど子ども・若者の現状を知り、
何ができるかを考えていきま
しょう」
講師　白石陽一氏
元・熊本大学教育学部
現在・熊本大学非常勤講師

■第二部
　午後2時50分～3時30分
　各機関との交流会
■問い合わせ
県子ども・若者総合相談センター
℡096（387）7000
（月～金　午前8時30分～午後9時）
kowaka-cocon@wind.ocn.ne.jp

　県市町村共済組合職員採用試験
を実施します。申込書や試験日時

などの詳しくはホームページをご
確認ください。
■職種および採用予定人員
　一般事務（大卒程度）、若干名
■試験日
　10月20日（日）
■会場
　県市町村自治会館別館
■受付期間
　8月5日（月）から9月20日（金）
　（土日・祝日を除く、午前8時
30分から午後5時）
■問い合わせ
県市町村職員共済組合事務局総
務課
℡096（365）1900
FAX096（365）2121

盛土などの行為には
許可・届出が
必要となります

■南阿蘇村代表 …………（67）1111
■総務課 …………………（67）1111
■企画観光課 ……………（67）1112
■議会事務局 ……………（67）1553
■農政課 …………………（67）2706
■農業委員会事務局 ……（67）2707
■住民福祉課 ……………（67）2702
■定住促進課 ……………（67）2705
■健康推進課 ……………（67）2704

■子育て支援課『みなっこ』……（67）2715
■税務課 ………………………（67）2703
■会計課 ………………………（67）2701
■水・環境課 ……………………（67）3176
…………………………………（65）8121

■建設課 ………………………（67）3178
■教育委員会事務局 …………（67）1602

南阿蘇村ホームページ
httpｓ：//www.vill.minamiaso.lg.jp

各課の電話番号 〈市外局番0967〉くらし
の
くらし
の

Life Information

『こどもの人権相談』
強化週間
～「ひとり」じゃないよ
一緒に考えよう～

阿蘇きぼうの家
出張相談会等開催

困難を有する子ども・
若者に寄り添いましょう
In阿蘇

熊本県子ども・若者
総合相談センター
県ヤングケアラー
相談支援センター
合同出張相談会in阿蘇

〈問い合わせ〉企画観光課 企画係　℡0967（67）1112

村アプリをご活用ください
【公式アプリ】
　公式アプリでは、ホームページより発信する新着情報や緊急情報、
避難所の開設状況などさまざまな村からのお知らせを配信してい
ます。また、防災無線で放送した内容も確認できますので、各ご
家庭に設置されている戸別受信機としての機能を有しています。

【みなみあそポケット】
　みなみあそポケットでは、村を訪れる人が「活きた」地域情報を
入手できる観光メディアと、住む人同士がお互いに助け合うこと
ができるアプリで構成された「気軽に参加できる優しいメタバー
ス」を提供するアプリです。

　ぜひ、村アプリをご活用ください。

iOS版 Android版

iOS版 Android版

県HP

県子ども・若者総合相談センターHP

申し込みフォーム

県市町村職員共済組合
職員募集

県市町村職員共済組合HP
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　村にお住まいの障がい者とその
家族、その他にも、気分が落ち込
んで眠れない、こもりびと（引き
こもり）を辞めたいなどさまざま
な心のことで悩まれている人・そ
の家族を対象に、相談会・簡単な
手芸（貼り絵）を行います。ご気軽
にご参加ください。
■日時
　8月27日（火）
　午後1時30分～3時
■場所
LOOPみなみあそ内フリールー
ムA室

■内容
•相談支援事業所「時計台」相談員
による悩み事相談

•簡単な貼り絵を楽しめる手芸教室
■参加費
　無料
■その他
　悩み事相談での個人情報および
内容は秘密保持で守られます。相
談や手芸教室のみでも参加可能で
す。
■お申し込み・問い合わせ
阿蘇きぼうの家 三井
℡0967（34）0580
FAX0967（34）0580
asokibounoie@abelia.ocn.ne.jp

　令和3年7月、静岡県熱海市で
大規模な土石流災害が発生したこ

とを受け、盛土規制法が制定され
ました。
　令和7年度からは以下のポイン
トに該当する場合は、許可・届出
が必要となりますので、ご協力よ
ろしくお願いします。
•盛土規制法のポイント
①「宅地造成等工事規制区域」およ
び「特定盛土等規制区域」の2種
類の規制区域を指定します。
②規制区域内で一定規模以上の盛
土などを行う場合は、あらかじ
め許可・届出が必要になります。
③許可を受けるためには法定の安
全基準を満たす必要があります。
④規制区域内では、土地所有者な
どが常に安全な状態を維持する
必要があります。
■問い合わせ
県土木部 建築住宅局建築課
℡096（333）2542

　熊本地方法務局および県人権擁
護委員連合会では、こどもに関す
る相談を専門に受け付ける「『こど
もの人権相談』強化週間」を実施し
ます。
　いじめや体罰、虐待などの相談
について、「子ども人権110番」に
電話をかけていただくと、人権擁
護委員と法務局の職員が応じます。

　なお、秘密が外部に漏れる心配
はありません。
■期間
　8月21日（水）から27日（火）ま
での7日間
■時間
　午前8時30分～午後7時
　期間中の土曜日・日曜日は、
　午前10時～午後5時
【こども人権110番】
　℡0120（007）110

　不登校、ひきこもり、疾病、障
がい、就労、人間関係やヤングケ
アラーに関することなど、さまざ
まな悩みや心配されていることに
ついてご相談ください。本人はも
ちろん、家族、関係者でも大丈夫
です。
■相談日
　8月27日（火）
■時間
　午前10時30分～午後3時30分
　（※午後3時までにご来所くださ
い。）
■場所　　
　阿蘇市農村環境改善センター
■参加費
　無料
■問い合わせ
県子ども・若者総合相談センター
℡096（387）7000

（月～金　午前8時30分～午後9時）
県ヤングケアラー相談支援センター
℡096（384）1000
（月～金　午前8時30分～午後5時）

　困難を有する子ども・若者の保
護者、支援者を対象としてイベン
トを開催いたします。参加を希望
する人は、申し込みフォームにて
申し込みください。
※会場参加かオンライン(Webex)
参加のいずれかで参加いただけ
ます。また、席が埋まり次第、
募集を終了させていただきます。
■日時
　9月8日（日）
　午後１時～3時30分
　（午後0時30分から受付開始）
■会場
　阿蘇市就業改善センター

■参加費
　無料
■第一部
午後1時10分～2時40分
講演「貧困、いじめ、不登校な
ど子ども・若者の現状を知り、
何ができるかを考えていきま
しょう」
講師　白石陽一氏
元・熊本大学教育学部
現在・熊本大学非常勤講師
■第二部
　午後2時50分～3時30分
　各機関との交流会
■問い合わせ
県子ども・若者総合相談センター
℡096（387）7000
（月～金　午前8時30分～午後9時）
kowaka-cocon@wind.ocn.ne.jp

　県市町村共済組合職員採用試験
を実施します。申込書や試験日時

などの詳しくはホームページをご
確認ください。
■職種および採用予定人員
　一般事務（大卒程度）、若干名
■試験日
　10月20日（日）
■会場
　県市町村自治会館別館
■受付期間
　8月5日（月）から9月20日（金）
　（土日・祝日を除く、午前8時
30分から午後5時）
■問い合わせ
県市町村職員共済組合事務局総
務課
℡096（365）1900
FAX096（365）2121

盛土などの行為には
許可・届出が
必要となります

■南阿蘇村代表 …………（67）1111
■総務課 …………………（67）1111
■企画観光課 ……………（67）1112
■議会事務局 ……………（67）1553
■農政課 …………………（67）2706
■農業委員会事務局 ……（67）2707
■住民福祉課 ……………（67）2702
■定住促進課 ……………（67）2705
■健康推進課 ……………（67）2704

■子育て支援課『みなっこ』……（67）2715
■税務課 ………………………（67）2703
■会計課 ………………………（67）2701
■水・環境課 ……………………（67）3176
…………………………………（65）8121

■建設課 ………………………（67）3178
■教育委員会事務局 …………（67）1602

南阿蘇村ホームページ
httpｓ：//www.vill.minamiaso.lg.jp

各課の電話番号 〈市外局番0967〉くらし
の
くらし
の

Life Information

『こどもの人権相談』
強化週間
～「ひとり」じゃないよ
一緒に考えよう～

阿蘇きぼうの家
出張相談会等開催

困難を有する子ども・
若者に寄り添いましょう
In阿蘇

熊本県子ども・若者
総合相談センター
県ヤングケアラー
相談支援センター
合同出張相談会in阿蘇

〈問い合わせ〉企画観光課 企画係　℡0967（67）1112

村アプリをご活用ください
【公式アプリ】
　公式アプリでは、ホームページより発信する新着情報や緊急情報、
避難所の開設状況などさまざまな村からのお知らせを配信してい
ます。また、防災無線で放送した内容も確認できますので、各ご
家庭に設置されている戸別受信機としての機能を有しています。

【みなみあそポケット】
　みなみあそポケットでは、村を訪れる人が「活きた」地域情報を
入手できる観光メディアと、住む人同士がお互いに助け合うこと
ができるアプリで構成された「気軽に参加できる優しいメタバー
ス」を提供するアプリです。

　ぜひ、村アプリをご活用ください。

iOS版 Android版

iOS版 Android版

県HP

県子ども・若者総合相談センターHP

申し込みフォーム

県市町村職員共済組合
職員募集

県市町村職員共済組合HP
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豚肉の生姜焼き、きゅうりとわかめの酢の物、豆腐の味噌汁8月9日（金）　午前9時30分～午後1時第1回

魚料理10月7日（月）　午前9時30分～午後1時第2回

簡単おせち料理12月9日（月）　午前9時30分～午後1時第3回

日　時 内　容

男性料理教室 参加者募集！
　食生活改善推進協議会では、健康づくりのため啓発活動を行っています。今年度も男性向けの料理教室を年3回、
以下の日程において開催しますので、料理に興味のある人や料理初心者の人などたくさんの参加をお待ちしていま
す。1回のみの参加でもOKです！詳しくは健康推進課 保健係へお尋ねください。

◆対象者／村内在住の男性　　◆場所／保健センター　　◆講師／食生活改善推進員
◆持参物／エプロン・三角巾・マスク　　◆参加費／無料
◆申し込み／参加希望の人は、8月6日（火）までに健康推進課 保健係へお申し込みください。
※日程・内容については変更になる場合があります。

〈問い合わせ〉健康推進課 保健係　℡0967（67）2704

•1カ月の病院・薬局への支払額が自己負担限度額を超えた場合に、申請して認められると自己負担限度額を
超えた分が支給されます。
•自己負担限度額は年齢や所得区分、支給回数により異なります。
•高額療養費に該当する人には、診療月の約2カ月後に役場から申請書を送付しますので、医療機関の領収
書とともに提出してください。

〔注意点〕
①1人の被保険者について、暦月ごと・医療機関ごとに計算されます。
②同じ医療機関を受診した場合、入院・外来・歯科ごとに分けて計算されます。
③院外処方の調剤負担については、処方された医療機関と合算されます。
④入院時の食事代、差額ベッド代などの保険適用外の負担額は除きます。
⑤70歳未満の人は、1つの世帯内で同じ月内に21,000円以上の自己負担額を複数回支払った場合、それら
を合算することができます。1つの医療機関で自己負担限度額に達していなくても、合算した医療費が自
己負担限度額を超えた場合は高額療養費が支給対象となります。
⑥70歳以上の人は、1円以上から合算の対象になります。
　詳しくは、健康推進課 医療保険係までお問い合わせください。

8月1日以降も、昨年度に引き続き「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要な人は、再度申請を
お願いいたします。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免
除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

～医療費が高額になったとき～
自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。

医療費のお知らせ

（例）100万円の医療費で、窓口の負担（3割）が30万円かかる場合

　令和5年度の国民健康保険被保険者の医療費は、1人あたりに換算すると、43
万7千円でした。
　令和3年度は47万1千円、令和4年度は49万5千円でしたので、医療費は減
少傾向にあるといえますが、引き続き、特定健診を受診し、生活習慣病の予防や
早期発見に努めましょう。

※個人・世帯の所得、年齢などにより自己負担限度額は変わります。

窓口負担 30万

自己負担限度額

国保より支払い 70万

医療費 100万

1人あたりの医療費
令和5年度

43万7千円

高額療養費として支給

国民健康保険からのお知らせ
〈問い合わせ〉健康推進課  医療保険係　℡0967（67）2704

南部分署なんでも

〈問い合わせ〉 阿蘇広域行政事務組合 消防本部 南部分署　TEL0967（62）9034　火事・救急 119

　夏は河川でバーベキューをしたり、プールなど
に出かけたりする機会が増えて楽しい季節ですが、
おぼれて救急搬送される事故もこの時期に多くな
ります。河川やプールなどでおぼれる事故は生命
を脅かす事故となる可能性が高いことから、十分
な注意が必要です。

河川やプールなどで水の事故を防ぐために
•小さい子どもと一緒に水遊びする際は、子ども
から目を離さず保護者や大人が必ず付き添って
遊びましょう

•飲酒後や体調不良の時は遊泳を行わず、そのよ
うな人が遊泳しようとしている時は、遊泳をや
めさせましょう

•海や河川では気象状況に注意を払い、荒天時や
天候不良が予想される場合は、遊泳や川岸など
でのレジャーを中止しましょう

•海や河川では、ライフジャケットを着るなど、
事故の未然防止に努めましょう

【溺れてしまった人の基本動作】
　1 背浮きで呼吸を確保
　2 身近な浮遊体で、浮き時間を伸ばす

河川やプールなどでの水の事故を防止しよう！
【発見者・救助者の基本動作】
　1 ペットボトルや靴、鞄など、浮力のある物を相手
に投げる

　2 「子どもを見守る人」「通報する人」に分かれ消防
119番に通報

　3 溺れてしまった人に声がけを忘れない

【溺れてしまったときにやってはいけないこと】
　1 水面から顔を出し、息を吸おうと試みる
　2 手を挙げて助けを試みる
　この二つをやってはいけない理由が、体が水面に対
して垂直になり、水面下に沈みやすくなるためです。

　これらのことを覚えて、もしものことの出来事に対
応できるようにしていきましょう！

お
ぼ
れ
た
時
の
合
言
葉

「
浮
い
て
待
て
!!
」

12 132024.8 2024.8



豚肉の生姜焼き、きゅうりとわかめの酢の物、豆腐の味噌汁8月9日（金）　午前9時30分～午後1時第1回

魚料理10月7日（月）　午前9時30分～午後1時第2回

簡単おせち料理12月9日（月）　午前9時30分～午後1時第3回

日　時 内　容

男性料理教室 参加者募集！
　食生活改善推進協議会では、健康づくりのため啓発活動を行っています。今年度も男性向けの料理教室を年3回、
以下の日程において開催しますので、料理に興味のある人や料理初心者の人などたくさんの参加をお待ちしていま
す。1回のみの参加でもOKです！詳しくは健康推進課 保健係へお尋ねください。

◆対象者／村内在住の男性　　◆場所／保健センター　　◆講師／食生活改善推進員
◆持参物／エプロン・三角巾・マスク　　◆参加費／無料
◆申し込み／参加希望の人は、8月6日（火）までに健康推進課 保健係へお申し込みください。
※日程・内容については変更になる場合があります。

〈問い合わせ〉健康推進課 保健係　℡0967（67）2704

•1カ月の病院・薬局への支払額が自己負担限度額を超えた場合に、申請して認められると自己負担限度額を
超えた分が支給されます。

•自己負担限度額は年齢や所得区分、支給回数により異なります。
•高額療養費に該当する人には、診療月の約2カ月後に役場から申請書を送付しますので、医療機関の領収
書とともに提出してください。

〔注意点〕
①1人の被保険者について、暦月ごと・医療機関ごとに計算されます。
②同じ医療機関を受診した場合、入院・外来・歯科ごとに分けて計算されます。
③院外処方の調剤負担については、処方された医療機関と合算されます。
④入院時の食事代、差額ベッド代などの保険適用外の負担額は除きます。
⑤70歳未満の人は、1つの世帯内で同じ月内に21,000円以上の自己負担額を複数回支払った場合、それら
を合算することができます。1つの医療機関で自己負担限度額に達していなくても、合算した医療費が自
己負担限度額を超えた場合は高額療養費が支給対象となります。

⑥70歳以上の人は、1円以上から合算の対象になります。
　詳しくは、健康推進課 医療保険係までお問い合わせください。

8月1日以降も、昨年度に引き続き「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要な人は、再度申請を
お願いいたします。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免
除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

～医療費が高額になったとき～
自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。

医療費のお知らせ

（例）100万円の医療費で、窓口の負担（3割）が30万円かかる場合

　令和5年度の国民健康保険被保険者の医療費は、1人あたりに換算すると、43
万7千円でした。
　令和3年度は47万1千円、令和4年度は49万5千円でしたので、医療費は減
少傾向にあるといえますが、引き続き、特定健診を受診し、生活習慣病の予防や
早期発見に努めましょう。

※個人・世帯の所得、年齢などにより自己負担限度額は変わります。

窓口負担 30万

自己負担限度額

国保より支払い 70万

医療費 100万

1人あたりの医療費
令和5年度

43万7千円

高額療養費として支給

国民健康保険からのお知らせ
〈問い合わせ〉健康推進課  医療保険係　℡0967（67）2704

南部分署なんでも

〈問い合わせ〉 阿蘇広域行政事務組合 消防本部 南部分署　TEL0967（62）9034　火事・救急 119

　夏は河川でバーベキューをしたり、プールなど
に出かけたりする機会が増えて楽しい季節ですが、
おぼれて救急搬送される事故もこの時期に多くな
ります。河川やプールなどでおぼれる事故は生命
を脅かす事故となる可能性が高いことから、十分
な注意が必要です。

河川やプールなどで水の事故を防ぐために
•小さい子どもと一緒に水遊びする際は、子ども
から目を離さず保護者や大人が必ず付き添って
遊びましょう
•飲酒後や体調不良の時は遊泳を行わず、そのよ
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環境整備
エサ・潜み場の除去

追い払う・柵で守る
柵の整備・追い払いの実施

子育て支援センター
わくわくひろば ℡0967（65）8580

〈お知らせ〉
※都合により、開所日時の変更や、行事
予定の変更、中止の可能性があります。
村ホームページ、またはわくわくひろば
℡0967（65）8580にてご確認ください。

※（要予約）のイベントは、事前の来所での予約が必要となります。

参加の際には、必ず事前予約を!!

　「わくわくひろば」は、乳幼児から就学前のお子さんと保護
者が一緒に遊べる、親子の交流や育児の情報交換の場です。
毎月楽しい行事などを行っております。どなたでも無料で利
用できますので、子育てに不安を感じたとき、一緒に子育て
をする友だちが欲しいときなどお気軽にお越しください。

■開設日時　毎週火～土曜日（祝日は閉所）
　　　　　　午前10時～午後3時
■場　　所　LOOPみなみあそ2階

8月行事予定（午前10時30分から）
子育ての講演会に来た子ど
もたちも、おもちゃ遊びを
楽しんでいました。

1日
8日

22日

（木）
（木）

（木）

プール遊び
プール遊び

ママヨガwithベビー（要予約）午前11時～
13日（火）～15日（木）　お盆休みのため閉所します

七夕飾りを作り
ました。

村民みんなで「ハートがたくさんの村」をつくりましょう。　総務課 人権政策係　℡0967（67）1111

Vol.220ハートがたくさんの村づくり
差別のない、人への思いやりを大切にする、明るい南阿蘇村をつくりましょう。

ハラスメントとは？
　ハラスメントとは「いじめ・嫌がらせ」を意味し、
職場などさまざまな場面での、相手を不快にさせる、
尊厳を傷つける、不利益を与えるといった発言や行
動をさします。
　ハラスメントによるストレスが続くと、被害者は
自信や意欲をなくし、本来持っている能力を発揮で
きなくなります。
　ハラスメントには、さまざまな種類があります。
職場においては、特に「パワーハラスメント（パワハ
ラ）※1」・「セクシュアルハラスメント（セクハラ）※2」・
「マタニティハラスメント（マタハラ）※3」がよく問題
になります。
　ハラスメントが起きる原因には、コミュニケー
ションの希薄化、性的役割分担意識による言動など
が考えられます。
　企業（事業主）においては、ハラスメント防止の措

置を講ずることが義務付けられており、防止対策に
は企業全体で取り組むことが必要です。
　ハラスメントをなくすために私たちができること
は、①ハラスメントについての正しい知識を身につけ
ること。②相手の価値観を知り認めること。③誰もが
安全・安心に働ける環境づくりを心がけること。一人
一人が意識し、ハラスメント防止に取り組みましょう。

※1  パワーハラスメント
　同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係
などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超
えて、精神的・身体的苦痛を与えるまたは職場環境を悪
化させる言動のこと。

※2  セクシュアルハラスメント
　相手の意に反した性的な言動により、相手の心身を傷
つけること。異性間だけでなく、同性間でも起こりうる。

※3  マタニティハラスメント
　妊娠・出産・育休などを理由にして、解雇・雇止め・降
格などの不利益な取り扱いを行うこと。

なくそう、ハラスメント

捕獲
猟友会等における鳥獣の捕獲

鳥獣被害に関する
質問を募集中です。

〈問い合わせ〉農政課 林務整備係　℡0967（67）2707

農作物被害で困っている。
誰に聞いたらいいの？～教えてジビエ協力隊 Vol.5 ～
鳥獣被害対策の3本柱
其の三『捕獲』
～捕獲編～最後は捕獲

こちらから受け付けています

加害個体を捕獲することが重要

狩猟捕獲とは…
有害捕獲とは…

「鳥獣保護管理法」で定められた猟具を用いて、狩猟期間中に狩猟対象鳥獣を捕獲すること。
野生鳥獣が農林水産業に被害を与える場合、もしくはそのおそれがある場合に、都道府県知事や
市町村長などの許可を得て捕獲をすること。　
※許可は捕獲する野生鳥獣ごとに得る必要があります。

Q.有害鳥獣を捕獲するにはどうしたらいいの？
A1.猟友会（鳥獣被害対策実施隊）にお願いする。
A2.自衛のための捕獲（自衛捕獲）を行う。
　　自衛捕獲とは有害捕獲の許可を得た農林業者が自らの事業地内で捕獲を行うこ
とです。
※自衛捕獲の場合、小動物用箱罠や囲い罠の設置に関しては、市町村長などの許可
を得れば狩猟免許は不要です（罠の仕掛け方や狩猟免許に関してご不明な点があれ
ばジビエ協力隊にお尋ねください）。
効果的な捕獲場所
　捕獲をしていると「かわいそう」と言われることも。でも、このまま数が増え続け
ると、農作物だけでなく、人への被害が出ることもあります。ただ捕獲するだけで
はなく山と人里の間で捕獲することがより効果的になります。動物たちに人里は危
険だと知らせることが重要です。
　次回は被害対策編『鳥獣被害対策の総まとめ』です。

南阿蘇村農業みらい公社通信 Vol.24
　村では冷涼な気候ときれいな水を活かした有
機農業を推進しています。
　その中でもソバは、播種後の生育が早いため
除草剤を使うこともなく、化学肥料を使う生産
者も少ないことが分かっています。また、品種
も在来種であり、東京都の蕎麦懐石のお店から
も南阿蘇のソバは懐かしい素朴な香りがあって
よいという評価をいただいています。
　有機栽培ソバとして販売するためには、刈取

りと乾燥調製も慣行栽培のソバと別にする必要
があるため、有機栽培ソバの生産者の皆さんに
は8月10日（土）までの早めの播種をお願いして
おります。有機栽培のソバをできるだけ先に刈
り取って、農薬・化学肥料不使用の在来種ソバと
して少しでも付加価値をつ
けて販売していきたいと
思っていますので、ご理解
とご協力をお願いします。
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〈提出日〉毎月5日締め切り
〈宛先〉〒869-1404 南阿蘇村大字河陽1705-1
　　　　　　　　　南阿蘇村役場 企画観光課企画係
〈Eメールアドレス〉skikaku@vill.minamiaso.lg.jp
〈お問い合わせ〉企画観光課企画係　TEL0967（67）1112
※作品を提出される際は、必ず「お名前」「連絡先」をご記入ください。

「広報 みなみあそ」では、団体加盟の作品の他、村
民の皆さんの作品をお待ちしています。俳句や短歌、
イラストなど、どしどしお寄せください！
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山岳遭難・水難事故の
防止

南阿蘇消費者相談室　℡0967（67）2244
相談日　火曜・木曜日　午前10時～午後３時　南阿蘇村役場総務課

高森町消費者相談室　℡0967（62）1111
相談日　月曜・水曜・金曜日　午前９時～午後４時

お
問
い
合
わ
せ

Vol.136
南阿蘇

相談室から

　約20年ぶりとなる新紙幣の発行が7月から始まりま
した。これに伴い、「新紙幣発行に便乗した詐欺行為」
の発生が予想されます。詐欺被害に十分、ご注意くだ
さい。
予想されるトラブル
　「旧紙幣は使えない」、「新紙幣と交換する」などと言っ
て、紙幣をだまし取ろうとする事例の発生が予想され
ます。
•「旧紙幣が使えなくなるから」と言われ、交換を求め
られた。

•「その紙幣は偽札だ」と言われ、交換を求められた。
•金融機関の職員を装った者から「新紙幣と交換する」
と言われた。

消費者へのアドバイス
•新紙幣発行後も、今までの紙幣は使えます。
•金融機関や行政機関が新紙幣について交換を求める
ことはありません。第三者に絶対に渡さないでくだ
さい。

•新紙幣に関する不審な電話やメール、訪問があった
場合は警察に相談しましょう。

何かお困りのことがありましたら、お気軽に南阿蘇消費者相談室にご相談ください。

新紙幣発行に伴うトラブルにご注意ください！

•荒天や登山者に体調不良がある場合などは、早めに登山を中止しま
しょう。
•道に迷ったら、先に進まず、位置が分かる場所まで引き返しましょう。
•遭難した場合、まず「110番」で救助を求めましょう。（その際、携帯
電話のGPS機能を「オン」にしてください。）

●登山用アプリYAMAPを活用しましょう
　GPS機能により、現在地や歩いた軌跡を共有することができます。
これにより遭難者の早期発見・救助につながります。

●県警ではwebでの登山届も受け付けています(県内の山岳限定)。
　登山届を提出することで、遭難や行方不明時の初動捜索が容易になり、
救出が行いやすくなるため、登山届の提出を心掛けましょう。

〈問い合わせ〉高森警察署　℡0967（62）0110

■山岳遭難の防止

　県内では、過去5年間、河川、湖、海などにおいて129件の水難事故
が発生し、このうち69人が命を落としています。水難事故に遭わないた
めにも、特に次のことに注意してください。
•子どもだけでの水遊びはさせないようにしましょう。
•子どもから目を離さないようにしましょう。
•飲酒しての遊泳は絶対に行わないようにしましょう。
•浮き輪やロープなどの救命用具を準備しておきましょう。

■水難事故の防止

登山届YAMAP
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〈提出日〉毎月5日締め切り
〈宛先〉〒869-1404 南阿蘇村大字河陽1705-1
　　　　　　　　　南阿蘇村役場 企画観光課企画係
〈Eメールアドレス〉skikaku@vill.minamiaso.lg.jp
〈お問い合わせ〉企画観光課企画係　TEL0967（67）1112
※作品を提出される際は、必ず「お名前」「連絡先」をご記入ください。

「広報 みなみあそ」では、団体加盟の作品の他、村
民の皆さんの作品をお待ちしています。俳句や短歌、
イラストなど、どしどしお寄せください！
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山岳遭難・水難事故の
防止

南阿蘇消費者相談室　℡0967（67）2244
相談日　火曜・木曜日　午前10時～午後３時　南阿蘇村役場総務課

高森町消費者相談室　℡0967（62）1111
相談日　月曜・水曜・金曜日　午前９時～午後４時
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問
い
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せ

Vol.136
南阿蘇

相談室から

　約20年ぶりとなる新紙幣の発行が7月から始まりま
した。これに伴い、「新紙幣発行に便乗した詐欺行為」
の発生が予想されます。詐欺被害に十分、ご注意くだ
さい。
予想されるトラブル
　「旧紙幣は使えない」、「新紙幣と交換する」などと言っ
て、紙幣をだまし取ろうとする事例の発生が予想され
ます。
•「旧紙幣が使えなくなるから」と言われ、交換を求め
られた。
•「その紙幣は偽札だ」と言われ、交換を求められた。
•金融機関の職員を装った者から「新紙幣と交換する」
と言われた。

消費者へのアドバイス
•新紙幣発行後も、今までの紙幣は使えます。
•金融機関や行政機関が新紙幣について交換を求める
ことはありません。第三者に絶対に渡さないでくだ
さい。

•新紙幣に関する不審な電話やメール、訪問があった
場合は警察に相談しましょう。

何かお困りのことがありましたら、お気軽に南阿蘇消費者相談室にご相談ください。

新紙幣発行に伴うトラブルにご注意ください！

•荒天や登山者に体調不良がある場合などは、早めに登山を中止しま
しょう。

•道に迷ったら、先に進まず、位置が分かる場所まで引き返しましょう。
•遭難した場合、まず「110番」で救助を求めましょう。（その際、携帯
電話のGPS機能を「オン」にしてください。）

●登山用アプリYAMAPを活用しましょう
　GPS機能により、現在地や歩いた軌跡を共有することができます。
これにより遭難者の早期発見・救助につながります。

●県警ではwebでの登山届も受け付けています(県内の山岳限定)。
　登山届を提出することで、遭難や行方不明時の初動捜索が容易になり、
救出が行いやすくなるため、登山届の提出を心掛けましょう。

〈問い合わせ〉高森警察署　℡0967（62）0110

■山岳遭難の防止

　県内では、過去5年間、河川、湖、海などにおいて129件の水難事故
が発生し、このうち69人が命を落としています。水難事故に遭わないた
めにも、特に次のことに注意してください。
•子どもだけでの水遊びはさせないようにしましょう。
•子どもから目を離さないようにしましょう。
•飲酒しての遊泳は絶対に行わないようにしましょう。
•浮き輪やロープなどの救命用具を準備しておきましょう。

■水難事故の防止

登山届YAMAP
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可燃ごみ
布類

長陽
久木野

家庭用廃食油
回収日（水・環境課）

渡邉内科
南阿蘇村河陰
0967（67）1777

渡邉総合内科クリニック
高森町高森
0967（65）2201

いしだクリニック
西原村小森
096（279）2500

阿蘇立野病院
南阿蘇村立野
0967（68）0111

南郷谷リハビリテーション
クリニック
高森町高森
0967（62）3351

社協告知板
次の方から南阿蘇村社会福祉協議会に寄
付をいただきました。

〈敬称略〉

香典返し

おめでとうございます 〈敬称略〉

〈熊本市北区〉
〈中松三〉
〈川後田〉
〈乙ヶ瀬〉
〈熊本市北区〉
〈合志市〉

夫

妻

夫

妻

夫

妻

※戸籍届出時の住民登録に基づき記載しておりま
す。（同日転入の場合は除く）

おくやみ 〈敬称略〉

〈本人・吉田三〉
〈本人・一関二〉
〈本人・第5駐在〉
〈本人・第7駐在〉
〈親典・下田〉
〈本人・立野〉

78歳
88歳
97歳
89歳
93歳
94歳

〈　〉内は世帯主・行政区

佐々木晴輝
後藤　美春
上田　達也
藤原奈津巳
長野　有志
市𠩤佑理佳

こんにちは赤ちゃん 〈敬称略〉
〈　〉内は保護者・行政区

き はる

大胡　葵晴くん 〈貴仁・智未・第8駐在〉

南阿蘇朗読の会
「ことば」
15：00～16：30
（図書室）

男性料理教室
9：30～13：00
（保健センター）

育児相談
（子育て支援課）

あそ望の郷
夏まつり

図書室夏イベント
（貝殻クラフト）
（要予約）
13：30～15：30
（LOOPみなみあそ）

絵本をたのしむ会
10：30～12：00
（図書室）

ジョブカフェ
就職相談会
13：30～16：00

図書室夏イベント
親子映画上映会①
10：30～12：20
（LOOPみなみあそ）

図書室夏イベント
親子映画上映会②
10：30～12：20
（LOOPみなみあそ）

図書室夏イベント
こども料理教室
10：30～12：30
（LOOPみなみあそ）

歯っぴい健診
（保健センター）

プール遊び
10：30～
（わくわくひろば）

お盆休み
（わくわくひろば）

お盆休み
（わくわくひろば）

お盆休み
（わくわくひろば）

7カ月児健診
（保健センター）

プール遊び
10：30～
（わくわくひろば）

1歳6カ月児健診
（保健センター）

ママヨガwithベビー
（要予約）
11：00～
（わくわくひろば）

わらべうたの会
「いっぽいっぽ」
11：00～12：00
（LOOPみなみあそ）

月日 火 水 木 金 土

7/28

4

11

18

25

7/29

5

12

19

26

7/30
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13

20

27

7/31

7

14
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28

1
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22

29

2

9

16

23

30 

3

10

17

24

31

・白水 久木野可燃ごみ　　　
不燃ごみ 長陽

・白水 長陽ペットボトル　　　
不燃ごみ 久木野

新聞・雑誌・ダンボール
・白水 長陽

可燃ごみ 長陽

可燃ごみ 長陽

可燃ごみ 長陽

可燃ごみ ・白水 久木野

可燃ごみ ・白水 久木野

可燃ごみ ・白水 久木野

可燃ごみ ・白水 久木野

可燃ごみ ・白水 久木野

白水
久木野

可燃ごみ
不燃ごみ
ペットボトル

長陽

可燃ごみ
新聞・雑誌・ダンボール

長陽
久木野

可燃ごみ
ビン・缶類

長陽
久木野

可燃ごみ
ビン・缶類

長陽
久木野

ビン・缶類 ・白水 長陽

ビン・缶類 ・白水 長陽可燃ごみ ・白水 久木野

可燃ごみ ・白水 久木野

可燃ごみ 長陽 可燃ごみ ・白水 久木野

南阿蘇カレンダー

良見内科医院
高森町高森
0967（62）0646

20248 AUGUST

4カ月児健診
（保健センター）

阿蘇きぼうの家
出張相談会等
13：30～15：00
（LOOPみなみあそ）

村県民税（第2期）
国民健康保険税（第2期）
口座振替日

図書室だより
新刊・新着情報！
～図書のご案内～
■一般

いのちを守る水分補給
～熱中症・脱水症はこうして防ぐ～

まいまいつぶろ 【出版】 幻冬舎
【著者】 村木嵐

宙わたる教室
【出版】文藝春秋　【著者】伊予原新

【出版】評言社　【著者】谷口英喜

■児童書

たぷの里
【出版】ナナロク社　【さく・え】藤岡拓太郎

〈問い合わせ〉
　　図書室　℡0967（65）8581
教育委員会　℡0967（67）1602

【お知らせ】
　蒸し暑い日が続きますがいかがお過ごしで
すか？熱中症の恐れがある日は、LOOPみな
みあそを避暑施設としてご利用ください（開
館時間：午前10時～午後５時30分）。1階入
口のロビーでは飲食も可能です。本や雑誌を
読みながら、快適に熱い夏を乗り切りましょう。 図書室

Facebook

子どもといく東京ディズニーランド
ナビガイド2024-2025

【出版】 講談社

■電子図書

北里柴三郎（角川まんが学習シリーズ）
～近代日本医学の父～

【出版】KADOKAWA　【監修】森孝之
【まんが作画】名古屋裕

藤本　靜美
松岡トメヲ
浅尾ふじ子
今村　昭藏
安岡イツ子
郷　アツ子

広報7月号13頁「株式会社九州産交リテー
ルより寄付をいただきました」に誤りがあ
りました。訂正してお詫びいたします。

訂正とお詫び

（誤）吉村村長
（正）吉良村長

　山みや子・吉田三
藤本ユキ子・吉田三
田尻　廣武・一関一
今村　　積・第5駐在
安岡　親典・下田
上道　徳恵・加勢
笠野カヨ子・栃木
内田　久信・沢津野
郷　　澄雄・立野

〈亡夫・　山國孝〉
〈亡夫・藤本靜美〉
〈亡妻・田尻文代〉
〈亡夫・今村光春〉
〈亡母・安岡イツ子〉
〈亡母・村上道代〉
〈亡夫・笠野澄雄〉
〈亡妻・内田昌子〉
〈亡母・郷アツ子〉
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可燃ごみ
布類

長陽
久木野

家庭用廃食油
回収日（水・環境課）

渡邉内科
南阿蘇村河陰
0967（67）1777

渡邉総合内科クリニック
高森町高森
0967（65）2201

いしだクリニック
西原村小森
096（279）2500

阿蘇立野病院
南阿蘇村立野
0967（68）0111

南郷谷リハビリテーション
クリニック
高森町高森
0967（62）3351

社協告知板
次の方から南阿蘇村社会福祉協議会に寄
付をいただきました。

〈敬称略〉

香典返し

おめでとうございます 〈敬称略〉

〈熊本市北区〉
〈中松三〉
〈川後田〉
〈乙ヶ瀬〉
〈熊本市北区〉
〈合志市〉

夫

妻

夫

妻

夫

妻

※戸籍届出時の住民登録に基づき記載しておりま
す。（同日転入の場合は除く）

おくやみ 〈敬称略〉

〈本人・吉田三〉
〈本人・一関二〉
〈本人・第5駐在〉
〈本人・第7駐在〉
〈親典・下田〉
〈本人・立野〉

78歳
88歳
97歳
89歳
93歳
94歳

〈　〉内は世帯主・行政区

佐々木晴輝
後藤　美春
上田　達也
藤原奈津巳
長野　有志
市𠩤佑理佳

こんにちは赤ちゃん 〈敬称略〉
〈　〉内は保護者・行政区

き はる

大胡　葵晴くん 〈貴仁・智未・第8駐在〉

南阿蘇朗読の会
「ことば」
15：00～16：30
（図書室）

男性料理教室
9：30～13：00
（保健センター）

育児相談
（子育て支援課）

あそ望の郷
夏まつり

図書室夏イベント
（貝殻クラフト）
（要予約）
13：30～15：30
（LOOPみなみあそ）

絵本をたのしむ会
10：30～12：00
（図書室）

ジョブカフェ
就職相談会
13：30～16：00

図書室夏イベント
親子映画上映会①
10：30～12：20
（LOOPみなみあそ）

図書室夏イベント
親子映画上映会②
10：30～12：20
（LOOPみなみあそ）

図書室夏イベント
こども料理教室
10：30～12：30
（LOOPみなみあそ）

歯っぴい健診
（保健センター）

プール遊び
10：30～
（わくわくひろば）

お盆休み
（わくわくひろば）

お盆休み
（わくわくひろば）

お盆休み
（わくわくひろば）

7カ月児健診
（保健センター）

プール遊び
10：30～
（わくわくひろば）

1歳6カ月児健診
（保健センター）

ママヨガwithベビー
（要予約）
11：00～
（わくわくひろば）

わらべうたの会
「いっぽいっぽ」
11：00～12：00
（LOOPみなみあそ）

月日 火 水 木 金 土
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・白水 久木野可燃ごみ　　　
不燃ごみ 長陽

・白水 長陽ペットボトル　　　
不燃ごみ 久木野

新聞・雑誌・ダンボール
・白水 長陽

可燃ごみ 長陽

可燃ごみ 長陽

可燃ごみ 長陽

可燃ごみ ・白水 久木野

可燃ごみ ・白水 久木野

可燃ごみ ・白水 久木野

可燃ごみ ・白水 久木野

可燃ごみ ・白水 久木野

白水
久木野

可燃ごみ
不燃ごみ
ペットボトル

長陽

可燃ごみ
新聞・雑誌・ダンボール

長陽
久木野

可燃ごみ
ビン・缶類

長陽
久木野

可燃ごみ
ビン・缶類

長陽
久木野

ビン・缶類 ・白水 長陽

ビン・缶類 ・白水 長陽可燃ごみ ・白水 久木野

可燃ごみ ・白水 久木野

可燃ごみ 長陽 可燃ごみ ・白水 久木野

南阿蘇カレンダー

良見内科医院
高森町高森
0967（62）0646

20248 AUGUST

4カ月児健診
（保健センター）

阿蘇きぼうの家
出張相談会等
13：30～15：00
（LOOPみなみあそ）

村県民税（第2期）
国民健康保険税（第2期）
口座振替日

図書室だより
新刊・新着情報！
～図書のご案内～
■一般

いのちを守る水分補給
～熱中症・脱水症はこうして防ぐ～

まいまいつぶろ 【出版】 幻冬舎
【著者】 村木嵐

宙わたる教室
【出版】文藝春秋　【著者】伊予原新

【出版】評言社　【著者】谷口英喜

■児童書

たぷの里
【出版】ナナロク社　【さく・え】藤岡拓太郎

〈問い合わせ〉
　　図書室　℡0967（65）8581
教育委員会　℡0967（67）1602

【お知らせ】
　蒸し暑い日が続きますがいかがお過ごしで
すか？熱中症の恐れがある日は、LOOPみな
みあそを避暑施設としてご利用ください（開
館時間：午前10時～午後５時30分）。1階入
口のロビーでは飲食も可能です。本や雑誌を
読みながら、快適に熱い夏を乗り切りましょう。 図書室

Facebook

子どもといく東京ディズニーランド
ナビガイド2024-2025

【出版】 講談社

■電子図書

北里柴三郎（角川まんが学習シリーズ）
～近代日本医学の父～

【出版】KADOKAWA　【監修】森孝之
【まんが作画】名古屋裕

藤本　靜美
松岡トメヲ
浅尾ふじ子
今村　昭藏
安岡イツ子
郷　アツ子

広報7月号13頁「株式会社九州産交リテー
ルより寄付をいただきました」に誤りがあ
りました。訂正してお詫びいたします。

訂正とお詫び

（誤）吉村村長
（正）吉良村長

　山みや子・吉田三
藤本ユキ子・吉田三
田尻　廣武・一関一
今村　　積・第5駐在
安岡　親典・下田
上道　徳恵・加勢
笠野カヨ子・栃木
内田　久信・沢津野
郷　　澄雄・立野

〈亡夫・　山國孝〉
〈亡夫・藤本靜美〉
〈亡妻・田尻文代〉
〈亡夫・今村光春〉
〈亡母・安岡イツ子〉
〈亡母・村上道代〉
〈亡夫・笠野澄雄〉
〈亡妻・内田昌子〉
〈亡母・郷アツ子〉

18 192024.8 2024.8
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令和6年6月30日現在（前月比）

▶今月号ではさまざまな場所に取材でお世話になりました。取材に行くと多くの
発見がありましたが、特に福祉運動会での参加者の元気に走る姿には驚かされま
した。▶梅雨が明け、外に出れば陽射しがジリジリと、本格的な夏の訪れを感じ
ます。夏は海や山と楽しいことがいっぱいですが、夏バテや熱中症などに気を付

けて夏を満喫したいと思います。皆さんも体調にはお気を付けてお過ごしください。

編集
後記

3歳申し込み

村HP

３歳の誕生日を迎えるお子さんを募集します
■応募方法／誕生月の前月5日（5日が休日の場合は5日以降直近の平日）までに、
写真・一言コメント・お子さんの氏名と生年月日・保護者の氏名・連絡先を添
えて役場企画観光課企画係までお申し込みください。また、右記の二次元コー
ドからも申し込みができます。

村の公式インスタグラムを活用しませんか

【お問い合わせ】

村内の事業者や団体の皆さんの情報を南阿蘇村公式インスタグラムで情報発信で
きます。たくさんの応募をお待ちしています。

企画観光課企画係　℡0967（67）1112

南阿蘇村
公式SNS運用中!!

133

LINEメニューでの
受信設定を
必ずお願いします

▲X（旧Twitter）

▲ライン

▲フェイスブック

▲インスタグラム

３さい

4,891

5,149

10,040

4,794

（±0）

（－2）

（－2）

（＋17）

男

女

計

世帯数

人口

南阿蘇村（出身でも可）で、何
かに挑戦している人や頑張っ
ている人（団体）、活躍してい
る人を紹介します。年齢、自
薦・他薦は問いません。
たくさんの応募をお待ちして
います！

【申し込み・お問い合わせ】
企画観光課企画係
℡0967（67）1112

募集しています
「村と人」を

今回は、ご応募がありませんでした。
3歳の誕生日を迎えられる
村内在住のお子さまが
いらっしゃいましたら
ぜひご応募ください。

※メールでのご応募もできます。
skikaku@vill.minamiaso.lg.jp

Happy
 Birthday３さい

お誕生日　おめでとう

阿蘇のコーヒーの魅力発信

8

表紙写真は6月13日に行われたセンサリーボトル作りの1コマです。
親子で作ったセンサリーボトルがきれいです。

わくわくセンサリーボトルづくり!!

みなみあそ広
報 2024

Vol.233

南阿蘇村民憲章
私たちは、多様性を認め合いみんなが誇れる南阿蘇村をつくるため、
この憲章を定めます。

みずと緑あふれる美しい自然を愛し、守ります
ながい歴史により育まれた伝統や知恵を受け継ぎ、伝えます
みんなで描く豊かな未来、やさしさにあふれた村を創ります
あその自然と共に営む暮らしを大切にし、活力ある村を築きます
そして、いつも心に蘇る、私たちのふるさと南阿蘇

南阿蘇村消防団令和6年度新体制・幹部の紹介 ❷
熊本阿蘇ステージコース発表 ❷
みなみあそ元気フェスタ「あつまり～ん祭」出演者など募集！ ❹
阿蘇郡市中学校総合体育大会（中体連）結果 ❾

～トピックス～～トピックス～

　喜多地区でコーヒーの栽培をされている後藤至成さ
ん。以前は高校で教師をされていました。約20年前に
阿蘇中央高校に赴任されてからは、阿蘇の環境はいろ
いろな作物を育てられる魅力的な環境であると感じ、
パイナップルやバナナを栽培されたことをきっかけに、
一般的に熱帯地域で栽培されているコーヒーの栽培に
着目されたとのことです。村でコーヒーを育てること
について後藤さんは、「コーヒーは日差しや暑さに弱い
ため、涼しい南阿蘇はコーヒー栽培に適していると思っ
た。村の湧水を使用して作ったコーヒーは甘味が強く、
香りも他と違う」と話されました。現在では県内外か

ら多くの人が後藤コーヒーファームで苗木を育てており、南阿蘇で出来たコーヒーを楽しまれています。
　インタビューの最後に後藤さんは「南阿蘇のお年寄りは元気がいい。コーヒー栽培は軽作業なので生きがいづく
りの場としても提供していきたい」と話されていました。皆さんも阿蘇コーヒーの魅力を感じてみてはいかがでしょ
うか。

後藤 至成さん（栃木）
ご し せいとう

里


